
現役並み所得者（課税所得145万円以上）

に相当する65歳以上の方がいる世帯の方

住民税課税世帯の方

世帯全員が住民税非課税

　・老齢福祉年金受給者の方

　・前年の合計所得金額と課税年金収入

　　額の合計が80万円以下の方など

生活保護の受給者の方など

※多数回該当…過去12か月間に世帯で３回以上自己負担額を超えた場合の
　４回目以降の額
※一般区分の方は、外来自己負担額の合計に年間上限が設けられました。
　８月から翌年７月までの外来の年間自己負担額は144,000円となります。

44,400円（世帯）

37,200円（世帯）

24,600円（世帯）

24,600円（世帯）

15,000円（個人）

15,000円（個人）

現役並み所得
80,100円＋（総医療費－267,000円）×１％
（多数回該当…44,400円）

57,600円（多数回該当…44,400円）

24,600円

15,000円

57,600円

14,000円

8,000円

区分 外来（個人） 外来＋入院（世帯）

一般

低所得Ⅱ

低所得Ⅰ

44,400円（世帯）

24,600円（世帯）

24,600円（世帯）

15,000円（個人）

15,000円（個人）

　
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
方
の

負
担
に
は
、
上
限
額
が
設
定
さ
れ
て

い
ま
す
︵
表
︶
。
高
額
介
護
サ
ー
ビ

ス
は
、
１
か
月
に
支
払
っ
た
利
用
者

負
担
の
合
計
が
上
限
を
超
え
た
と
き
、

超
え
た
分
が
払
い
戻
さ
れ
る
制
度
で

す
。
平
成
29
年
８
月
利
用
分
か
ら
、

住
民
税
課
税
世
帯
の
方
の
上
限
が
４

万
４
４
０
０
円
に
変
更
さ
れ
ま
す
。

　
た
だ
し
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
長
期

に
利
用
し
て
い
る
方
に
配
慮
し
、

同
じ
世
帯
の
全
て
の
65
歳
以
上
の
方

︵
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
な
い
方

を
含
む
︶
の
利
用
者
負
担
割
合
が
１

割
の
世
帯
は
、
３
年
の
間
、
年
間
44

万
６
４
０
０
円
︵
３
万
７
２
０
０
円

×
12
か
月
︶
の
上
限
が
設
け
ら
れ
、

年
間
を
通
し
て
の
負
担
額
が
増
え
な

い
よ
う
に
計
算
さ
れ
て
払
い
戻
さ
れ

ま
す
。

▽
問
合
せ
　
高
齢
者
支
援
課
介
護
保

　
険
係
︵
直
通
５
５
８
・
１
９
６

　
９
︶

▽
日
時
　
12
月
２
日
㈯
　
午
後
１
時

　
か
ら
︵
予
定
︶

▽
場
所
　
秋
川
キ
ラ
ラ
ホ
ー
ル

▽
テ
ー
マ
　
自
由
課
題
︵
学
校
、
家

　
庭
、
地
域
や
友
人
と
の
か
か
わ
り

　
の
中
で
、
将
来
の
夢
や
日
ご
ろ
考

　
え
て
い
る
こ
と
︶

▽
対
象
　
市
内
在
住
・
在
学
の
中
学

　
生

▽
応
募
方
法
　
９
月
22
日
㈮
︵
必

　
着
︶
ま
で
に
、
主
張
内
容
を
原
稿

　
用
紙
１
５
０
０
字
以
内
に
ま
と
め
、

　
原
稿
の
初
め
に
題
名
、
学
校
名
、

　
学
年
、
氏
名
を
記
入
の
上
、
提
出

　
し
て
く
だ
さ
い
︵
作
品
は
未
発
表
、

　
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
も
の
に
限
り
ま
す
。

　
ま
た
、
市
内
中
学
校
の
生
徒
は
、

　
学
校
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
︶
。

▽
発
表
者
決
定
　
発
表
者
︵
審
査
に

　
よ
り
17
人
以
内
を
決
定
︶
に
は
11

　
月
上
旬
ま
で
に
通
知
し
ま
す
。

▽
応
募
・
問
合
せ
　
生
涯
学
習
推
進

　
課
生
涯
学
習
係
︵
〒
１
９
７
ー
０

　
８
１
４
　
二
宮
３
５
０
︶

　
平
成
29
年
８
月
か
ら
、
70
歳
以
上

の
方
︵
一
定
の
障
が
い
が
あ
る
と
認

定
さ
れ
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

加
入
し
て
い
る
65
歳
以
上
の
方
を
含

む
︶
の
自
己
負
担
限
度
額
が
変
わ
り

ま
す
︵
別
表
︶
。
非
課
税
世
帯
︵
低

所
得
Ⅰ
・
Ⅱ
︶
の
方
は
変
更
あ
り
ま

せ
ん
。

▽
問
合
せ
　
保
険
年
金
課
国
保
係
・

　
後
期
高
齢
者
医
療
係

　
福
祉
サ
ー
ビ
ス
︵
放
課
後
等
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
︶
事
業
で
開
業
を
お
考
え

の
方
に
、
制
度
の
仕
組
み
か
ら
事
業

を
開
始
す
る
ま
で
の
一
連
の
流
れ
や

開
業
後
の
運
営
に
つ
い
て
、
解
説
し

▽
対
象
　
市
立
の
小
学
校
４
年
生
〜

　
中
学
校
３
年
生

▽
テ
ー
マ

　●

ご
み
の
分
別
・
リ
サ
イ
ク
ル
を
し

　
よ
う

　●

食
べ
残
し
を
減
ら
そ
う

　●

私
た
ち
の
き
れ
い
な
川
を
守
ろ
う

▽
作
品
の
規
格
　
四
つ
切
︵
54
セ
ン

　
チ
　
×
38
セ
ン
チ
　
︶

▽
賞
　
最
優
秀
賞
、
優
秀
賞
、
佳

　
作
、
参
加
賞

▽
入
選
作
品
の
展
示
︵
11
月
予
定
︶

　
市
役
所
１
階
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ホ
ー

　
ル

▽
そ
の
他
　

　●

作
品
は
手
描
き
と
し
ま
す
︵
パ
ソ

ま
す
。

▽
日
時
　
８
月
15
日
㈫
　
午
後
２
時

　
〜
３
時
30
分

▽
場
所
　
Ｂ
ｉ
＠
Ｓ
ｔ
ａ
ス
モ
ー
ル

　
オ
フ
ィ
ス
︵
あ
き
る
野
ル
ピ
ア
２

　
階
︶

▽
講
師
　
發
知
健
太
郎
︵
Ｂ
ｉ
＠
Ｓ

　
ｔ
ａ
相
談
員
、中
小
企
業
診
断
士
︶

▽
定
員
　
５
人
︵
申
込
み
順
︶

▽
費
用
　
無
料

▽
申
込
み
・
問
合
せ
　
あ
き
る
野
創

　
業
・
就
労
・
事
業
承
継
支
援
ス
テ

　
ー
シ
ョ
ン
Ｂ
ｉ
＠
Ｓ
ｔ
ａ
［
☎
５

　
１
８
・
７
７
７
８
︵
午
前
10
時
〜

　
午
後
７
時
、
日
曜
日
、
祝
日
を
除

　
く
︶
］

　
コ
ン
な
ど
を
使
用
し
た
作
品
、
立

　
体
性
の
あ
る
作
品
は
審
査
対
象

　
外
︶
。

　●

応
募
作
品
の
著
作
権
、
所
有
権
は

　
市
に
帰
属
し
、
広
報
紙
、
ホ
ー
ム

　
ペ
ー
ジ
な
ど
に
掲
載
す
る
こ
と
が

　
あ
り
ま
す
。

　●

入
選
結
果
は
、
10
月
下
旬
に
本
人

　
へ
通
知
し
ま
す
。

▽
応
募
方
法
　
９
月
６
日
㈬
ま
で

　
に
、
作
品
の
裏
面
に
生
活
環
境
課

　
で
配
布
す
る
応
募
用
紙
を
貼
り
、

　
応
募
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
応
募
・
問
合
せ
　
生
活
環
境
課
清

　
掃
・
リ
サ
イ
ク
ル
係

　
２
０
２
０
年
に
東
京
で
開
催
さ
れ

る
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ

ク
競
技
大
会
の
入
賞
メ
ダ
ル
に
、
不

要
に
な
っ
た
小
型
家
電
に
含
ま
れ
る

リ
サ
イ
ク
ル
材
が
活
用
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
あ
き
る
野
市
で
も

東
京
２
０
２
０
組
織
委
員
会
が
主
催

す
る
こ
の
取
組
に
参
加
し
、
携
帯
電

話
な
ど
を
回
収
し
ま
す
。

▽
期
間
　
７
月
18
日
㈫
か
ら

▽
回
収
対
象
品
　
携
帯
電
話
、
Ｐ
Ｈ

　
Ｓ
︵
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
含
む
︶

※
デ
ー
タ
な
ど
は
、
必
ず
消
去
し
て

　
く
だ
さ
い
。

▽
回
収
ボ
ッ
ク
ス
設
置
場
所
な
ど

　
︵
年
末
・
年
始
を
除
く
︶

　●

市
役
所
１
階
総
合
案
内
窓
口
…
平

　
日
午
前
９
時
〜
午
後
４
時
︵
午
後

　
０
時
30
分
か
ら
１
時
ま
で
を
除

　
く
︶

　●

五
日
市
出
張
所
…
環
境
政
策
課
　

　
平
日
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

　
15
分

　●

秋
川
体
育
館
…
午
前
９
時
〜
午
後

　
９
時
︵
第
１
・
第
３
火
曜
日
を
除

　
く
︶

　●

五
日
市
フ
ァ
イ
ン
プ
ラ
ザ
…
午
前

　
９
時
〜
午
後
９
時
︵
第
１
・
第
３

　
水
曜
日
を
除
く
︶

※
必
要
量
が
集
ま
り
次
第
、
受
け
付

　
け
を
終
了
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
一
度
回
収
し
た
携
帯
電
話
な
ど
は

　
返
却
で
き
ま
せ
ん
。

▽
そ
の
他
　
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム

　
ペ
ー
ジ
か
日
本
環
境
衛
生
セ
ン
タ

　
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
︵h

ttp
://

　w
w
w
.to

sh
i-k

o
u
za
n
.jp

︶

　
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▽
主
催
　
東
京
２
０
２
０
組
織
委
員

　
会

▽
問
合
せ
　
生
活
環
境
課
清
掃
・
リ

　
サ
イ
ク
ル
係

（３）　平成29年（2017年）７月15日 あきる野市役所　☎（042）558－1111（代）

フリーダイヤル☎0120－558－540［市内固定電話から利用可（050から始まる一部のIP電話を除く）］、有料ダイヤル☎558－7777（携帯
電話など、その他の電話から利用可）※下校時の放送など定期的に放送しているものを除き、放送の24時間後まで聞くことができます。

防災行政無線放送を
電話で確認できます

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
上
限
額
が
変
わ
り
ま
す

70
歳
以
上
の
方
の

　
高
額
療
養
費
の
自
己
負
担

　
　
　
限
度
額
が
変
わ
り
ま
す

環
境
問
題
啓
発
用
絵
画

　
（
図
画
）
・
ポ
ス
タ
ー
展

　
　
　
　
　
　
　
　
作
品
募
集

第
４
回
創
業
ミ
ニ
セ
ミ
ナ
ー

福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の

　
　
　
　
始
め
か
た
を
学
ぼ
う

第
22
回
未
来
を
築
く
青
少
年

　
健
全
育
成
あ
き
る
野
市
大
会

中
学
生
の
主
張
大
会
発
表
者
募
集

「
都
市
鉱
山
か
ら
つ
く
る
!

　
み
ん
な
の
メ
ダ
ル

　
　
　
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に

　
　
　
　
　
　
　
参
加
し
ま
す

表　利用者負担の上限額（月額）

別表　１か月当たりの医療費の自己負担限度額

区　　分 平成29年7月まで 平成29年8月から

　訪問購入とは、「不用品はないか？」な

どと言って突然自宅を訪ねてきた業者が、

貴金属や和服などの商品を強引に安値で買

い取っていく、いわゆる「押し買い」のこ

とです。契約書などを受け取ってから８日

以内であれば、クーリング・オフの対象

（無条件で契約の解除が可能）となり、物

品の受け渡しを拒むことや、売ってしまっ

た物品の返還を求めることができます。

原則全ての物品が対象となりますが、一部

対象外となる物品や取引形態があるので、

判断に困ったときは消費生活相談窓口にご

相談ください。

○あきる野市消費生活相談窓口　契約に

　関するトラブルや悪質商法など、消費

　生活に関して困ったときは、一人で悩

　まずに気軽にご相談ください。電話で

　も相談にお答えします。

　●開設日時…毎週月曜・木曜日　午前９

　時〜午後４時（正午〜午後１時を除く）

※予約の必要はありません。

　●場所…市役所１階市民相談室

※月曜・木曜日以外でお急ぎのときは、

　東京都消費生活総合センターにご相談

　ください。

○東京都消費生活総合センター

　●開設日時…毎週月曜日〜土曜日　午前

　９時〜午後５時

　●消費生活相談…☎０３−３２３５−１

　１５５

※多重債務相談も受け付けています。

くらしの知恵袋くらしの知恵袋くらしの知恵袋
〜消費生活相談情報〜

訪問購入でも
　　クーリング・オフができます！

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

ビ
　
　
ス
　
　
タ

　
川
遊
び
の
シ
ー
ズ
ン
が
到
来
し
ま

し
た
。
川
は
、
水
遊
び
や
生
き
物
が

い
て
楽
し
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
。
し
か
し
、
天
候
変
化
に
よ
る

急
な
増
水
、
目
に
見
え
な
い
急
流
な

ど
の
危
険
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

　
特
に
お
子
様
か
ら
は
、
目
を
離
さ

な
い
よ
う
に
し
て
、
水
遊
び
中
は
大

人
が
付
き
添
い
ま
し
ょ
う
。

川遊びには
　注意しましょう！！


